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第９回東大和市総合計画審議会の委員意見と対応案について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 重要施策（市民・職員ワークショップの開催結果）について          

（１）事務局からの説明内容 

第五次基本計画の重要施策の参考とするために開催した市民ワークショップ

（後期分）及び職員ワークショップについて、開催結果を報告するとともに、こ

れらの意見を参考として、第五次基本計画の重要施策（資料２の３６ページ）を検

討したことを説明した。 

（２）委員意見 

整理 
番号 

委員意見 事務局の対応や考え方 

１ 

２つのワークショップの結果を見

るとほぼ同じ方向が見てとれる。自ず

と重要施策や分野別計画の方向性も

見えてくると思います。 

東大和市は全ての行政サービスを

他市と同様に実施していくことは財

政面で難しいため、市の魅力･個性･ら

しさなどを重要施策として取り入れ、

他市と差別化を図ることが必要です。 

また、施策を展開するにあたって

は、相反する施策も重要となってきま

す。例えば、「ある施策を充実させる

（費用がかかる。）⇔人口を増やし税

収を増やすことや他の歳出を抑制

す。」というものです。これらのバラン

スをとることも、一つの検討材料にし

てみてはいかがでしょうか。 

なお、重要施策の内容に、市民の命

と財産を守る施策、特に防災施策を取

り込むことはできないでしょうか。何

よりも安全・安心は優先されるべきで

あり、命と財産が守られることが前提

で、他の施策が展開できると考えるか

らです。 

防災施策は、少子高齢化と人口減

少の進展への対応という点では、関

与できる内容は限られていると考

え、前回案では重要施策としては位

置付けないこととしていました。 

しかし、災害に強いまちづくりは、

都市として価値を高めることにつな

がり、定住者の増などを通して、少子

高齢化と人口減少への対応に寄与で

きると考えられます。 

そこで、重要施策３を「都市の価値

を高める施策の推進」とし、市民の生

活環境の向上に関する内容とするこ

とにより、防災施策を重要施策３の

一つとして位置付けることとしま

す。 

資料１ 

R3.3.13 第 10回総合計画審議会 

（参考）第９回総合計画審議会 

（１）日  時 令和３年１月３０日（土）午前１０時～１１時１５分 

（２）場  所 中央公民館ホール 

（３）委員意見 審議会終了後に、各委員より書面にて意見の提出があった。 

 



 2 / 19 

 

 

２ 

基本施策５「環境にやさしいまちづ

くり」だけが重要施策になっていな

い。『水と緑と笑顔が輝くまち』と言っ

ているにもかかわらず、「水と緑」を重

要視しないというは、不自然だと思い

ます。東大和の緑は、北部の丘陵地と

玉川上水に頼りきりで、町中の緑は質

も量も大幅に低下しているのが現状

です。住宅地の緑や農地は何もしなけ

れば今後もかなりのスピードで激減

していくことになるが、そこは今の時

点で対応しないと手遅れになります。

主要課題１では豊かな自然環境と都

市機能といっているが、これを受ける

必要がないだろうかと思います。 

市の特徴である豊かな自然を守る

ことは、都市として価値を高めるこ

とにつながり、定住者の増などを通

して、少子高齢化と人口減少への対

応に寄与できると考えられます。 

そこで、自然環境の保全に関する

施策を重要施策３「都市の価値を高

める施策の推進」の一つとして位置

付けることとします。 

３ 

職員ワークショップで「高齢者福

祉」の施策が取り上げられなかったこ

とは残念であった。 

市民ワークショップを傍聴した中

では、少子高齢社会の中で、特に子ど

もと高齢者の施策について、その必要

性を強く議論されていたように感じ

ます。 

子どもを取り巻く施策の充実と、

高齢者の就業や社会参加の機会拡大

及び介護予防の促進を中心として、

重要施策を絞っていけたらと思いま

す。 

第三次基本構想においては、少子

高齢化と人口減少が進展する中にあ

っても、市民がいきいきと活動する、

活力あるまちづくり、持続可能なま

ちづくりを進めることとしていま

す。 

また、ワークショップでは、優先的

に推進すべき施策として挙げられた

施策の多くが、人口構造の変化等に

よる影響を抑制するという視点で選

定されています。 

これらを踏まえ、人口減少をでき

る限り抑制するともに、少子高齢化

と人口減少の進展に対応するために

必要な施策として、「子ども・子育て

支援施策の推進」、「健康・高齢者施

策の推進」、「都市の価値を高める施

策の推進」を重要施策としたいと考

えています。 

４ 

第五次基本計画の重要施策の検討に

あたり、市民ワークショップの２グル

ープ及び職員ワークショップの５グル

ープの意見がよくまとめられている。 

市民ワークショップの意見は、将来

の東大和市のまちづくりに向けた市

民の大事な声となるので、財政状況も

見つつ、市民が具体的にわかる取組を

更に検討していく必要がある。 

重要施策に関する基本的な考え方

は、上記３のとおりです。 
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５ 

重要施策の柱は、原案の３点でよい

と考えます。このうち、「賑わいと活力

の創出施策の推進」に、【施策３－４ 

道路、公共交通】を追加することが必

要であると考えます。公共交通の整備

は単に移動困難者の解消を図るとい

う狭い意義だけでなく、まちづくりの

土台としての役割が大きいといえま

す。 

土台となる公共交通に投資すると、

各施策の産業や福祉事業・医療・観光

等施策が効果を表すようになってい

くと考えられます。東大和市でいえ

ば、ちょこバスだけでなく、西武バス、

都営バスの増便への補助や、上北台駅

への路線バスの参入の方が効果的で

あると考えます。 

重要施策３「都市の価値を高める

施策の推進」に含まれる「メリハリの

ある都市空間の形成」は、都市づくり

に関する内容であり、「まちづくりの

土台」となるものです。 

公共交通の整備についても、「まち

づくりの土台」としての役割がある

ことは認識していますが、より大き

な視点で、まちづくりの土台をつく

るという視点から、都市づくりを重

要施策の一つとしたいと考えていま

す。 

６ 

①ワークショップにおいて、前提とし

て市長の公約やまちづくりビジョ

ン、ＳＤＧｓについての市の考えな

どの共有や提示が事前にありまし

たでしょうか。市のトップのメッセ

ージも理解した上での意見出しも

必要だと思います。 

②将来のまちづくりについてなので、

公募市民の年齢は２０～４０代を

中心にした方が良いと思います。６

０代に６名は偏っていると感じま

した。 

③市民、職員ともに「子育てしやすい

まちづくり」が最優先にあげられて

いるのは、市の方向性を決めるにあ

たって非常によかったと思います。

持続可能なまちづくりを行う上で

は、タックスペイヤーを増やす子育

て支援施策が必要と考えます。その

ためには、共働き家庭への支援、安

心して子どもたちを通わせられる

学校運営、子どもたちの学力向上に

もっと力を入れることが必要だと

思います。 

④人権・男女共同参画、平和に関する

意見が、市民・職員ともに出なかっ

①について 

市民ワークショップでは、市を取

り巻く社会・経済情勢を事前に説明

し、ご検討いただきました。より客観

的にご検討いただくため、市長の公

約は説明していません。 

また、ＳＤＧｓについては、市民ワ

ークショップ終了後の令和２年１１

月中旬頃に、市の考え方を整理しま

したので、参加者の皆様に市の考え

方は説明していません。 

②について 

ワークショップの参加者は、市民

意識調査を実施した際に案内状を同

封し、募集いたしました。幅広い世代

の方に案内状を送付しましたが、結

果として６０代の方が多くなったも

のです。 

③④について 

重要施策に関する基本的な考え方

は、上記３のとおりです。 
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たことは非常に残念に思います。人

権・男女共同参画等の施策が軽視さ

れることのないようにお願いした

いと考えます。すべての施策、市民

生活のベースには人権尊重と平和

な社会があってこそ成り立つこと

を市として伝えてほしいと考えま

す。 

⑤職員Ｄグループの意見の中に「ママ

さん商店街」とありましたが、「子育

て＝ママさん」の意識が職員の中に

もあることに驚きました。まずは庁

内からジェンダーに関するアンコ

ンシャスバイアス（無意識の偏見）

について周知徹底していただけれ

ばと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤について 

総合計画策定本部会議において、

情報共有し、偏見の解消について、周

知徹底いたしました。 

7 

２つのワークショップの結果を見

て、市民と職員の認識がおおよそ一致

している点は良いと思う。 

今後の優先施策としての内容を拾

い上げると、「人を守り育てる」という

事が多くの人の関心事で、次に自然や

市内の環境保持、経済活性化という風

に見受けられる。この先、人口減少を

見据え、人に投資する世の中になって

行く傾向を感じるので、方向性は合っ

ていると思う。 

１点気になるのが、文化やコミュニ

ティに関して、市民は関心がある一

方、職員にはなく、重要性の認識が薄

い傾向が見受けられること。人の心の

豊かさは、そこに住む満足度に直結し

ます。 

これらの施策は、他の施策を推進す

る上で、市民参加をわかりやすい形で

促し取り込める方法として生かされ

る要素であるので、常に他の施策を補

い向上させるものとして施策のバラ

ンスを取るものになると良いと思う。 

重要施策に関する基本的な考え方

は、上記３のとおりです。 
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２ 第五次基本計画（素案）全般について                    

※該当ページの( )内のページ数は、第９回総合計画審議会資料（前回資料）におけるページ 

整理 
番号 

該当 
ページ 

委員意見 
事務局の対応や 

考え方 

１ Ｐ12 

(Ｐ14) 

第２節「第五次基本計画の構成」の第１編

総論の説明部分 

文言の修正（下線部） 

第五次基本計画の背景となっている、市

の財政、第四次基本計画の達成状況、市民

意見やまちづくりの主要課題などを明らか

にしています。 

左記意見を踏まえ、

文言の修正をします。 

２ Ｐ14 

(Ｐ16) 

第１節「国内外を取り巻く社会・経済情勢」 

意見 

ＳＤＧｓを含め、外部環境がよくまとめ

られていると感じた。 

 

３ Ｐ15 

(Ｐ17) 

４ 防災 

文言の追記（下線部） 

首都直下地震の発生確率は今後３０年間

で７０％ 

「平成２５年から

の」と追記します。 

４ Ｐ16 

(Ｐ18) 

５ 環境 

意見 

愛知目標の目標年度を過ぎ、次期生物多

様性国家戦略が策定される中で、地球サミ

ット、ＣＯＰ１０などを含む生物多様性に

ついての記述が必要でないか。 

当該部分では、各分

野における代表的な

事柄を記載し、社会・

経済情勢を端的にお

伝えしたいと考えて

います。 

環境分野では、最近

の国の動きを考慮し、

温室効果ガスの排出

抑制に絞って記載し

たいと考えています。 

５ Ｐ 15 ･

17 

(Ｐ19) 

（７）ＳＤＧｓ 

（８）感染症の流行 

修正 

他箇所では（ ）がないので、（ ）をとる。 

左記のとおり、修正

します。 

６ Ｐ 26 ･

28 

(Ｐ29･

31) 

３ 市民意識調査の結果 

表示の変更 

図表と本文との対応関係をわかりやすく

するための網掛表示について、表示されて

いない箇所があるので、対応する 

左記のとおり、表示

の変更をします。 
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７ Ｐ26 

(Ｐ29) 

２ 主な成果・活動指標の達成状況 

意見 

数値を比較して高い低いとか増減の傾向

が述べられていますが、平均でも１００点

満点の２０点で、細かく見れば全く達成で

きていない０点も結構あります。その増減

よりも、基本的に達成度が極端に低いとい

うことが、まずは課題として述べられるべ

きだと思います。 

左記意見を踏まえ、

達成状況が低いこと

について、文言の追記

をします。 

８ Ｐ30 

(Ｐ33) 

第５節「市民等の意見」 

意見 

今後、内容を追記するとのことだが、市

民ワークショップの意見は、市民の大事な

声であるので、次ページ以降にマッチする

よう、なるべく詳細に記載してください。 

左記意見を踏まえ、

市民ワークショップ

の結果について追記

します。 

９ Ｐ33 

(Ｐ34) 

【主要課題２】 

文言の修正（下線部） 

就労や社会参加→就業や社会参加 

左記のとおり、文言

の修正をします。 

10 Ｐ46 

(Ｐ47) 

施策１－２ 子どもたちの健全育成 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】＜主

な具体的取組＞の２番目の◆ 

文言の追加 

学童保育所の学校内設置を推進している

のであれば、その文言を追記してはどうか。 

１番目の◆で学童

保育所の整備につい

て記載しているため、

当該箇所においては、

文言の追加はしない

こととしたいと考え

ています。 

11 Ｐ46 

(Ｐ47) 

施策１－２ 子どもたちの健全育成 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】＜主

な具体的取組＞の４番目の◆ 

意見 

「児童館では１８才未満のすべての子ど

もたちを受け入れ…」とあるが、１８才未

満の高年齢の子どもたちに向けた取組は現

在どんなものをしているのか。 

児童館は、全国一律に１８才未満の子ど

もを受け入れる施設となってはいるが、中

学生・高校生を受け入れることのできる施

設として機能しているのか、定義と現実の

ギャップを感じる。 

子ども家庭支援センターができたので役

割はそちらへ一本化という流れなら、この

部分は今後必要なくなるし、児童館が今後

も役割を果たして行くのであれば、１８才

児童館は、児童福祉

法に規定されている

児童厚生施設である

ため、１８歳未満のす

べての子どもを対象

にしています。 

今後は、中高生の世

代を対象とした取組

について、検討してい

く必要があると考え

ています。 
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未満のティーンエイジャー向けの具体的な

取組を行う必要があると思う（展開方向の

下に繋がる内容になるかもしれないが）。 

12 Ｐ48 

(Ｐ48) 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞の１・２番目の○ 

意見 

学力向上への取り組みについての内容

は、ここ数年の取組について取り上げるに

とどまっており、他の施策とのバランスを

踏まえ、近年５年、１０年の教育の変遷を

たどって現状を示してほしい。 

また、学力向上の課題があげられていな

い事に「子育てしやすいまち」とのギャッ

プと、大人が豊かな子どもを育てる事に本

腰を入れられていない危機感を感じる。 

「市独自の取り組みを実施した結果、近

年一部の教科において国や都の平均との差

が縮まった」とあるが、縮まった平均との

差はまだまだほんの一部であり、市外の教

育平均にはとても追いつけていない水準。 

教育長から発信された学力向上のデータ

が保護者にも配られましたが、マイナスが

少し回復した程度で、まだまだ低水準の域

での微々たる向上と読み取れるものです。

現状では東大和市の教育に具体的な方向性

があまり見えていないと感じています。 

実施されている市独自の取組は、学習の

きっかけにはなっているものの、全体のや

る気や学習理解にはまだまだ繋がっておら

ず、小さな一歩にすぎません。子どもたち

の生活、学習意欲が低い状態が続いている

ので、もっと危機感を持って教育を見直す

２０年であってほしい。 

左記意見を踏まえ、

学力向上に関する内

容を、＜現状と主要課

題＞に追記します。 

13 Ｐ48 

(Ｐ49) 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞の４・５番目の○ 

意見 

３５人学級に全学年で移行してく方向に

学校教育法が改定され、少人数学級に国が動

いているので、前回資料Ｐ４９の一番目の○

の文章は、内容が大きく変わってくると思

う。少人数学級に移行する事によりここに挙

げられる問題は解消される傾向にある。 

左記意見を踏まえ、

記載内容を見直しま

す。 
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14 Ｐ49 

(Ｐ49) 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞の 49 ページの上から

４番目の○ 

意見 

学校の統廃合の計画があるが、３５人学

級移行に伴い、少人数である事の教育環境

のメリットが大きくクローズアップされる

時代になるため、施設の必要性は高まる。

「小中学校再編計画」は、見直されるべき

であると思う。 

３５人学級の進展

を見込んだとしても、

国が定める標準学級

数を下回る小規模校

が出現する見込みで

す。 

児童・生徒の快適な

学習環境を確保する

ため、「東大和市立小・

中学校再編計画」は、

計画どおり推進して

いきたいと考えてい

ます。 

15 Ｐ49 

(Ｐ49) 

施策１－３ 学校教育 

＜現状と主要課題＞の 49 ページの上から

４番目の○ 

文言の追加 

「東大和市立小・中学校再編計画」を引

用して、「（今後、再編を）推進していく必要

があります」と記載している部分に、「市民

の意見を踏まえて」と追記する必要がある

と考えます。 

子どもが身近な地域に愛着を持ちなが

ら、地域とともに育むために、統廃合は重

大な問題であると考えます、また、統廃合

を行った場合、スクールバスの運行や見守

りの強化などの行政費用が生じてくること

も予想されます。 

さらに、基本施策１「子どもたちの笑顔

があふれるまちづくり」及び東大和市のセ

ールスポイントである「日本一子育てしや

すいまち」には、小・中学校の児童、生徒も

含まれますので、趣旨に矛盾が生じてくる

と考えます。 

「東大和市立小・中

学校再編計画」に関す

る考え方は、上記のと

おりです。 

左記意見を踏まえ、

「保護者や地域に丁

寧に説明しながら」

と、文言の追加をしま

す。 

16 Ｐ50 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】 

意見 

＜主な具体的取組＞の中に、「豊かな人間

性」に関する具体的取組が無く、わかりに

くい。 

＜現状と主要課題＞の中で、学力向上に

関することが主要課題として具体的に挙げ

左記意見を踏まえ、

学力向上に関す取組

を、【展開方向１】に追

記します。 
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られていないので、具体的な取組も出にく

い流れになっており、月並な内容という印

象がある 

市独自の考えで実施しているものもある

ので、軸となる考え方がもっと盛り込まれ

てもいいと思う。１０年、２０年を見据え

た内容としては薄いと感じる。 

子育てしやすい市として人を育てる事に

重きをおく市になるためには、大人が根本

的に子どもへの向き合い方を変えていかな

いといけないので、ここの項目は最重要な

施策、展開方向が示されるべきであると思

う。 

17 Ｐ50 

(Ｐ50) 

施策１－３ 学校教育 

＜施策の展開方向＞の【展開方向２】 

意見 

コロナ禍にあって、小学生一人ひとりに

タブレット端末１台を支給するギガスクー

ルなどについて付記してはどうか。表示す

る場合は、前ページの＜現状と主要課題＞

でもよいと思う。 

ＧＩＧＡスクール

構想について、＜現状

と主要課題＞に追記

します。 

18 Ｐ54 

(Ｐ53) 

施策２－１ 保健、医療 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】＜主

な具体的取組＞の３番目の◆ 

意見 

情報提供については、高齢者でも今後は

ＳＮＳの利用者が増えることが考えられる

ので、情報発信の大きなツールになると思

います。 

実際の事務事業の

実施に当たっては、情

報提供の１つの手段

として、ＳＮＳを活用

していく必要がある

と考えています。 

19 Ｐ57 

(Ｐ54) 

施策２－２ 高齢者福祉 

＜現状と主要課題＞の 57 ページの上から

５番目の○ 

文言の修正（下線部） 

高齢者であっても→高齢者が 

左記のとおり、文言

の修正をします。 

20 Ｐ58 

(Ｐ56) 

施策２－２ 高齢者福祉 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】 

文言の修正（下線部） 

・見出し 

高齢者の就業や社会参加の機会拡大及び

介護予防の促進 

・リード文 

高齢者が介護を必要とせずに、生涯にわ

左記意見を踏まえ、

文言の修正をします。 
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たって生きがいを持ち、地域社会を支える

一員としていきいきと活躍できるよう、就

業や社会参加の機会の拡大を図り、その環

境づくりを促進します。 

・＜主な具体的取組＞上から５番目の◆ 

シルバー人材センターや老人クラブの円

滑な運営を支援し、高齢者の就業や社会参

加及び生きがいにつながる機会の確保に努

めます。 

21 Ｐ70 

(Ｐ65) 

施策３－１ 防災 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】 

意見 

災害ごみの撤去や復興に向けた考え方な

ど、災害後の対応なども記述してはどうで

しょうか。災害ごみは、施策５－２廃棄物

処理に記載がないため、こちらに記載して

はどうかとの提案です。 

左記意見を踏まえ、

文言の追加をします。 

22 Ｐ74 

(Ｐ69) 

施策３－２ 防犯 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

主な具体的取組を、施策３－１防災の展

開方向のように分け、「展開方向２ 防犯活

動の推進」として内容を分けられないでし

ょうか。 

左記意見を踏まえ、

施策の展開方向を２

つに分けます。 

23 Ｐ80 

(Ｐ73) 

施策３－４ 道路、公共交通 

＜現状と主要課題＞＜施策の展開方向＞ 

意見 

「駅前広場の整備」を加えることが道路及

び公共交通整備の円滑化になると考えます。

加えて、商店街の活性化には、駅前広場とい

う「人々が通過することだけでなく、集い合

い、憩う場」が必要であると考えます。 

西武多摩湖線武蔵大和駅や、多摩都市モ

ノレールの桜街道駅には、駅前広場があり

ません。 

「施策３－３都市

づくり」の展開方向１

において、駅周辺など

の拠点形成について

記載していますので、

当該箇所では記載し

ないこととします。 

24 Ｐ86 

(Ｐ77) 

施策４－１ 人権尊重、男女共同参画、多

文化共生 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】の＜

主な具体的な取組＞ 

文言の修正（下線部） 

・◆様々な手段や機会を活用しながら、市

民一人ひとりの人権問題への関心を高

１番目◆のジェン

ダー平等については、

【展開方向２】で記載

します。 
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め、人権意識の高揚を図ります（人権尊

重、ジェンダー平等社会の実現を目指し

ます）。 

・◆家庭、学校、職場などでのあらゆるハ

ラスメントや DV をゆるさないことを大

前提とし市民への啓発を行うとともに、

暴力・虐待等を受けた方が尊厳のある暮

らしを送れるよう、必要な支援に取り組

みます。 

・◆社会生活の中で様々な困難に直面し、

問題視されている直面している、性的少

数者（LGBTQ）の方に対する差別や偏見を

解消するための啓発活動や支援を行いま

す。 

→啓発活動のみでは、取組としては弱い

と思う。 

・注２２ 性的指向が異性に限らない人、

心の性と身体の性が一致しない人など。 

 

 

 

２番目と３番目の

◆については、左記意

見を踏まえつつ、より

大きな視点で市民の

人権を擁護する内容

となるよう、１つに統

合した上で、文言の修

正をします。 

25 Ｐ86 

(Ｐ77) 

施策４－１ 人権尊重、男女共同参画、多

文化共生 

＜施策の展開方向＞の【展開方向２】の＜

主な具体的な取組＞ 

文言の修正（下線部） 

◆男女平等→ジェンダー平等 

※ＳＤＧｓの目標５に「ジェンダー平等を

実現しよう」があり、基本計画のベース

にＳＤＧｓがあるので、整合性が取れる

と思う。 

左記のとおり、文言

の修正をします。 

26 Ｐ86 

(Ｐ78) 

施策４－１ 人権尊重、男女共同参画、多

文化共生 

＜施策の展開方向＞の【展開方向３】の＜

主な具体的な取組＞ 

意見 

国際化を考えると、各種案内板も多言語

化を進めていく必要があると思います。 

個別の具体的取組

ですので、記載しない

こととします。 

27 Ｐ87 

(Ｐ78) 

施策４－１ 人権尊重、男女共同参画、多

文化共生 

市民・事業者に期待される役割 

文言の修正 

●事業者は〜参加を促します。 

→誰に促すのでしょうか。従業員へ促すな

ら「事業者は、人権や多様性に〜向上に

事業者が、ハラスメ

ントの防止やワーク・

ライフ・バランスの推

進に努める趣旨です

ので、そのことが分か

るように文言を修正

します。 
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向けて〜、従業員の参加を促します」。事

業者が研修に参加するなら文末は「参加

します」。 

28 Ｐ94 

(Ｐ84) 

施策４－３ 生涯学習 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

３つの展開方向のうち、具体的数値の管

理ができる項目に目標を設置したらどう

か。展開方向１に、公民館活動グループ数・

人数、公民館利用人数、図書館貸出人数・冊

数の数値目標を設定してはどうか。 

成果指標に関する

考え方は、この資料の

１８ページ以降で整

理しています。 

29 Ｐ94 

(Ｐ84) 

施策４－３ 生涯学習 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

公共施設の民間への委託は進んでいくの

でしょうか。それによっては、記しておく

必要があるかもしれません。 

行財政運営に関す

る取組ですので、第３

編における記載を検

討します。 

30 Ｐ100 

(Ｐ88) 

施策４－５ スポーツ、レクリエーション 

＜現状と主要課題＞ 

意見 

体育館への足の確保としてバスが運行さ

れていると思うので、記しておいてもいい

のでは。 

すこやかスマイル

バスは、現在の体育施

設指定管理者の独自

の取組ですので、記載

しないこととします。 

31 Ｐ102 

(Ｐ90) 

施策４－５ スポーツ・レクリエーション 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

２つの展開方向に、それぞれ数値目標を

設定したらどうか。 

展開方向１には、スポーツ実施率（週１

回以上スポーツする人の割合）東京都全体

の目標７０％に対する達成度（スポーツ実

施率は現状を含めて毎年調査が必要です）。 

展開方向２には、市営スポーツ施設及び

提携外部施設の利用人数目標（最低年間

５％伸長） 

成果指標に関する

考え方は、この資料の

１８ページ以降で整

理しています。 

32 Ｐ106 

(Ｐ92) 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞の【展開方向１】 

意見 

緑や生物多様性の保全について述べられ

ていますが、いずれも「狭山丘陵で」という

限定がついています。狭山丘陵は都立公園

が多く、東大和市の施策として、多くのこ

市では現在、自然環

境の保全に関する計

画として、第二次環境

基本計画（計画期間：

平成２８年度～令和

８年度）及び第二次緑

の基本計画（計画期
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とはできません。緑や生物多様性の保全に

関して必要なことは、狭山丘陵ではなく、

農地の減少や生物多様性の減退が壊滅的な

市街地で対策を取ることです。 

東大和市では、基礎自治体として策定の

要請がなされている『生物多様性地域戦略』

が策定されていませんが、まずはその策定

をするといったことを記載してはいかがで

しょうか。また、なぜまだ策定していない

のかも教えてください。 

間：平成３１年度～令

和１０年度）を策定し

ています。 

生物多様性地域戦

略の策定は、これら計

画の進捗と合わせ、一

体的に検討・策定する

必要があるため、現時

点では策定していま

せん。今後の検討事項

であると考えていま

す。 

33 Ｐ106 

(Ｐ92) 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

市域のみどりが減少している原因の一つ

は、農地の減少と宅地の増加だと思います

が、それを食い止める、あるいは減速させ

るための施策はないのでしょうか。例えば

生け垣補助とか。 

農地に関しては、

「施策６－２都市農

業」の展開方向１で、

「農地の保全と農の

あるまちづくり」につ

いて記載しています。 

また、市域のみどり

の確保に関しては、

「施策５－１自然環

境」で、緑の拠点づく

りや、緑と花による緑

化などについて記載

しています。 

34 Ｐ106 

(Ｐ92) 

施策５－１ 自然環境 

＜施策の展開方向＞ 

意見 

『水と緑と笑顔が輝くまち』を目指して

いるのに、水の保全についての施策があり

ません。もちろん表流水だけではなく、地

下水涵養も必要だと思います。舗装面の増

加が著しく、雨水涵養は喫緊の課題かと思

います 

水の保全に関する

取組としては、「施策

５－１自然環境」の展

開方向１で、水辺づく

りについて記載して

います。 

また、地下水に関し

ては、防災の観点か

ら、「施策３－１防災」

の展開方向３で、雨水

の地下への浸透促進

について記載してい

ます。 

34 Ｐ114 

(Ｐ99) 

施策５－３ 生活環境、地球環境 

＜施策の展開方向＞の【展開方向２】の＜

主な具体的取組＞ 

意見 

今後、公共施設の再

編等に伴う整備を行

う際には、これら設備

の検討が必要になる
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公共施設等の太陽発電設備等の設置予定

はないのでしょうか。 

と考えています。 

35 Ｐ130 

(Ｐ111) 

施策６－４ 観光、ブランド・プロモーシ

ョン 

意見 

「うまべぇ」や「ゆったり日和」等の絵や

図が載せられるとわかりやすいと思いま

す。 

実際に作成する総

合計画書では、写真や

イラストを使用した

いと考えています。 

36 全体 各施策の＜施策の展開方向＞ 

意見 

表現が包括的な表現になっており、分か

りづらい部分がある。一つ一つの施策につ

いて、見直す時間を頂きたい。また、そうい

う視点で点検いただければ助かります。 

分野別計画の内容

につきましては、次回

の審議会においても、

審議していただく予

定です。 

37 その他 個別計画の中に、令和３年度までを計画

期間としている計画があるが、その後、終

了となるのか、期間を延長するのか方向を

お尋ねします。 

新たに計画策定に

取り組むことが決定

しているものもあり

ますが、今後、計画ご

とに、令和４年度以降

の方向性を決定して

いくこととなります。 

  



 15 / 19 

 

 

３ 第五次基本計画の進捗管理と成果指標について                

（１）事務局からの説明内容 

第９回審議会では、以下のとおり説明した。 

① 進捗管理について 

第五次基本計画の進捗管理は、第四次基本計画と同様に施策評価を実施する。

また、事務事業評価は、実施方法の見直しを含めて検討する。 

② 成果指標について 

「市民意識調査による市民の満足度」と「客観的なデータ指標」の２通りが

考えられるが、メリット・デメリットを考慮して、「市民意識調査による市民の

満足度」とする。 

 

（２）委員意見 

番

号 
委員意見 事務局の対応や考え方 

１ 

◎進捗管理 

施策評価と事務事業評価のどちらも

それぞれ事務の進捗管理の上から、当

然必要なものと思います。 

◎成果指標 

成果指標は、「市民意識調査による市

民の満足度」とすることで、施策の全体

をとらえ、評価するものとして必要と

考えます。 

一方、「客観的なデータ指標」につい

ても、わかりやすく施策の効果を把握

できるという点で、不可欠のものであ

ると考えます。何を指標にするかは、施

策の目的を熟慮すれば、施策主管課・関

係課で協議できるものと思います。 

「市民意識調査による市民の満足

度」と「客観的なデータの活動指標」を

そろえた成果指標が望ましいのではな

いでしょうか。 

◎進捗管理 

前回の審議会で説明したとおり、以

下のとおりとしたいと考えています。 

・進捗管理は、施策評価により実施す

る。 

・事務事業評価は、今後、実施方法の

見直しを含めて検討する。 

◎成果指標 

「市民意識調査による市民の満足

度」と「客観的なデータの活動指標」

の両方を設定することについて、複数

の委員から意見がありました。 

このことを踏まえ、本資料の１８ペ

ージ以降で、再検討しました。 

２ 

◎進捗管理 

行政評価については、事務局案で賛

成。各取組には、必ず目標がある。また、

プロセスについて評価もできる。いず

れにしても、各取組の「見える化」は必

要と考える。 

◎成果指標 

市民意識調査による市民の評価の事

務局案で賛成。ただし、１０年間で目指

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 
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す目標であることから、数値目標でき

るものは設定し、目指す方向も「あるべ

き姿」などで設定できたら、なおよい。 

３ 

◎成果指標 

市民意識調査の満足度評価に加え

て、展開方向ごとに１項目の代表的数

値目標を設定して、年ごとの評価を行

うことが必要であると考える。 

（例）スポーツ・レクリエーション施策 

→全体の成果指標として、市民満足度

を設定 

→展開方向１「スポーツを楽しめる機

会の提供」については、スポーツ実施

率で評価 

→展開方向２「市民が利用しやすいス

ポーツ環境の整備」については、市の

スポーツ施設及び提携先施設の利用

者数を評価 

※数値化できない展開方向は、実施未

実施の事項評価を行ってはどうか。 

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 

４ 

計画に定められた事業に着手するだ

けでは、市民ニーズなどに対応できな

いという所は本当にそうだと感じてい

ます。市民の声を聴いたり、行政評価を

実施したりするという視点も重要だと

感じた。 

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 

５ 
事務局案の方向性で良いと思いま

す。 

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 

６ 

◎進捗管理 

まちづくりの目標に向けて客観的に

細やかな成果達成の振り返りが出来る

ものと理解した。この方法で進めてい

くのは良いと思う。 

なお、第四次基本計画の成果指標に

ついて、達成されなかった指標が多い

とのことだが、その原因や理由は何か。

元々、達成しにくい目標になっていた

のか、時代の流れなどに即した目標で

無くなってしまったのかなど、理由の

把握が必要と感じる。 

◎成果指標 

事務局案は、妥当な内容と感じる。市

民意識調査についても、今後は紙面で

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 

第四次基本計画の成果指標で未達

成指標が多くなっている原因ですが、

成果指標の多くで採用されている市

民意識調査の満足度について、把握方

法に課題があることが挙げられます。 

市民意識調査では「単に満足度を問

う質問」となっているため、市民はイ

メージに近い内容で回答することと

なります。 

この調査方法だと、市の施策と市民

の満足度との関連性は薄くなり、目標

値として掲げられているような５％

～１０％の満足度の向上は難しいと
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のアンケートだけでは無く、インター

ネットでの実施など、多角的な意見収

集ができると良いと思う。 

思われます。 

このような課題を踏まえ、第五次基

本計画においては、第９回審議会でご

説明したとおり、市民意識調査の実施

方法を変更したいと考えています。 

７ 

◎進捗管理 

必要に応じて施策や事務事業を見直

すために行政評価は必要と考えます。 

施策評価、事務事業評価とも、目標を

最大限に設定すると評価が下がること

に繋がり、逆に目標達成値を下げると

評価を上げることに繋がります。従っ

て、目標が妥当であるか最初に検討す

る必要があります。 

また、お金をかければすぐに目標を

達成できるものについては、財政の壁

を理由に達成できないことがありま

す。さらに、自己評価は甘くなりがちと

なり、第三者評価も客観性に欠けるな

ど問題があります。 

これらの課題を考慮すると、市民意

識調査による市民の評価は妥当な選択

と考えます。 

なお、資料では、市民意識調査につい

て、「施策ごとに、近年の具体的取組を

明示した上で実施する」とされている

が、「施策ごとに、近年の具体的取組と

成果を明示した上で実施する」に修正

できるでしょうか。 

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 

なお、成果指標の説明に「成果」を

加えることについては、施策によって

は数値的な成果を出すことが困難な

場合がありますので、成果指標の説明

については本資料の１９ページのと

おりとしたいと考えています。 

なお、数値的な成果を記載できる場

合には、必要に応じて、数値的な実績

も併記したいと考えています。 

８ 

事務局から示された市民意識調査の

実施方法では、複数の施策に対して何

となく回答するしかないので、答えづ

らいし、回答の信頼性や意味が解らな

くなります。また、その施策に直接関係

のない人も回答することになり、必要

な意見が薄まることになります。 

上記のことを考えると、客観的なデ

ータ指標を併用することが必要なこと

だと思います。 

進捗管理と成果指標に関する考え

方は、上記１のとおりです。 
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（３）成果指標に関する再検討 

① 委員意見 

第９回審議会において、成果指標を「市民意識調査による市民の満足度」とす

る案を提示したところ、「客観的なデータ指標」を併用することについて、複数の

委員から意見があった。 

 

② 成果指標を満足度とした理由 

データ指標は、以下例のように、社会経済情勢の変化に対応することが難しい

点を考慮し、市民の満足度を成果指標としたものである。 

ア データ指標は、社会経済情勢の変化により、１０年の計画期間の間に、適切

にデータを測定できなくなる可能性がある。第四次基本計画で設定されている

データ指標でも、以下のような不都合が生じている。 

指標名 不都合の内容 

施策２－２ 

高齢者保健福祉の推進 

・緊急通報システム協力員数 

平成２５年度から、高齢者見守りぼっくす

が行う民間緊急通報システムが始まった。

このため、緊急通報システムの協力員数は、

大きく減少している。 

・平成２３年度 ６９人 

・平成３１年度 １６人 

・目 標 値 ７５人 

行―３ 

市民自治の向上 

・市のホームページへのアクセ

ス件数（年間） 

平成２９年度のシステム変更により、アク

セス件数のカウント方法が変更となった。 

・平成２８年度      ９５４,６０５件 

・平成２９年度   ２,４８８,５４７件 

・目 標 値      ４０３,０００件 

イ 基本計画と同様に、多分野に関わる総合的な計画として、平成２７年度（２

０１５年度）に策定した「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期

間は５年間）では、基本目標や施策ごとに５２指標を設定した。 

この総合戦略は、平成３１年度（２０２０年度）に、計画期間を２年間延伸

することとなったが、この際に、５２指標のうち１６指標について、指標の内

容や目標値の変更等が必要となった。 

このように、５年間の計画期間であっても、指標の見直しが必要となるなど、

近年の社会経済情勢の変化は大きくなっている。 
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③ 委員意見を踏まえた事務局案 

データ指標の課題を考慮すると、データ指標を設定することは困難であるた

め、成果指標は「市民意識調査による市民の満足度」としたい。 

一方で、第五次基本計画の進捗管理として実施する施策評価においては、デ

ータ指標を活用することにより、より適正な評価につながるものと考えられる。 

施策評価では、毎年度、前年度の具体的な取組等を踏まえ、施策の達成状況

や課題等を分析することとなるが、データ指標も参考として評価を行うことに

より、より客観的な評価に近づくと考えられる。 

そこで、データ指標は、成果指標としてではなく、施策評価を適正に行う目

的で、計画期間中の見直しの可能性がある「参考指標」として設定したい。 

 

成果指標 

＝市民の満足度 ⇒ 第２編「分野別計画」の各施策のページで記載 

 

参考指標 

＝データ指標 ⇒ 第４編「計画の進捗管理」のページで記載 

※参考指標の運用 

データ指標の課題を踏まえると、参考指標を有効な指標として活用するために

は、社会経済情勢の変化等に応じて、内容等を柔軟に見直すことが必要となる。 

このため、参考指標は、第五次基本計画の分野別計画には記載せず、計画の進

捗管理のページにおいて記載するものとし、「計画期間中に内容等を見直すことが

ある」点も明記する。 

そして、毎年度実施する施策評価の中で、必要に応じて、内容等の見直しにつ

いて検討することとしたい。 

 

（４）今後の予定 

成果指標として設定する「市民意識調査による市民の満足度」の現状値を把握

するため、令和３年４月頃を目途に実施する市民意識調査において、調査するこ

ととしたい。 

指標名 現状値 目指す方向 

「子育て支援」施策に対する市民の満足度 

 

 

 

●●％ 
(令和３年) 

向上 

指標名 現状値 目指す方向 

保育園待機児童数 ●●人 減少 

子育てひろばの利用者数 ●●人 増加 

児童虐待発生件数 ●●件 減少 

市が「子育て支援」施策に関して近年実施した具体的取組
に対して、「満足している」「どちらかといえば満足してい
る」と回答した市民の割合 


